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財務状況、勘定未閉鎖保険年度および2021保険年度の保険更改について 

先ごろ開催した理事会において、当クラブの財務状況、勘定未閉鎖保険年度、2021 保険年度の保

険更改について検討いたしました。 

 
財務状況 

2020/21 保険年度は、2019/20 年度に比べて成績が改善する見込みですが、依然として保険引受損

失となる見通しです。これは、主に国際グループプールにおいて生じた大型クレームの頻度とコス

トによるものですが、保険料率が総じて低率であることも一因となっています。 

パンデミックに起因する市場の混乱にもかかわらず、現在のところは防御的ポジションの投資ポー

トフォリオが利益に貢献しているものの、保険引受損失を完全に相殺することは難しい見通しです。 

全体的には当クラブの財務は依然として堅調であり、準備金は規制当局や格付け機関が求める基準

を上回るレベルが維持されております。 

 
勘定未閉鎖保険年度 

P&Iクラス 

2019/20 保険年度は、小規模クレームは安定的でしたが、当クラブのアベイトメントレイヤーであ

る 300 万ドルを超えるクレームの大幅増が目立ちました。2020/21 保険年度については、当クラブ

のクレームは概ね予測通りですが、半期時点で国際グループプールに通知されたクレームが記録的

なレベルに達しています。2月 20日以降に見られた若干の改善を受け、過年度は安定しています。 

予定外保険料は見込んでおりません。 



 

 

 

 

 

解除保険料率は、本年度先の理事会で決定した率を維持する予定であり、2018/19 保険年度および

2019/20保険年度の解除保険料率はゼロ、当保険年度は 6%となります。 

ディフェンスクラス 

本クラスは引き続き予測通りの成績を維持しています。予定外保険料は見込んでおりません。 

解除保険料率は P&Iクラスと同率を維持する予定であり、2018/19保険年度および 2019/20保険年

度の解除保険料率はゼロ、当保険年度は 6%となります。 

 
2021年 2月 20日の保険更改 

P&Iクラス 

理事会では、予想されるクレーム状況に対して現行の P&Iの保険料率が低すぎ、残念ながら料率の

引き上げが必要と考えております。 

こうした保険引受成績をもたらした主因としては、依然として不測の大規模な事故の大幅増が全海

運セクターに広がっている点が挙げられます。これは全組合員間の互助となることから、理事会で

は、来たる保険更改をサポートするための適切かつ透明性ある仕組みとして、引き続きジェネラ

ル・インクリースの適用が妥当であると考えております。 

理事会は、2月 20日に組合員の保険料に対して、10％のジェネラル・インクリースの適用を決定い

たしました。 

保険更改での対応 

組合員間の公平性を確保するため、クラブ管理会社は、組合員ごとにクレームのエクスポージャー

の実績および予測を基に、保険料率の妥当性、契約条件、免責金額について詳細分析の実施を継続

します。現行の保険料率では、自身のクレームコストや、再保険コスト、多額の市場損失に対する

相応の費用負担をカバーしきれない組合員については、当クラブへの保険料の貢献をジェネラル・

インクリース以上に高める必要があります。一部の組合員については、誠に残念ながら大幅な調整

をお願いすることになります。 

免責金額 

理事会は、免責額について、今回の更改では一律の引き上げ率は設定しないことを決定しました。

その代わりに、クラブ管理会社が全組合員を対象に、個別に免責額を調整するものとします。 

ディフェンスクラス 



 

 

 

 

 

ディフェンスポートフォリオのパフォーマンスは安定的な状態を維持しているため、理事会はジェ

ネラル・インクリースを適用しないことを決定しました。しかし、クレーム実績から料率調整が妥

当と考えられる組合員については、その貢献を増やすよう、理事会からクラブ管理会社に指示を出

しました。 

免責額水準に変更はありません。 

 

 
以上 

 

Jeremy Grose 
Chief Executive 
Standard Club 
 
Direct Line:  +44 20 3320 8835 
Email:  jeremy.grose@standard-club.com 
 
（本回覧は、英文クラブ回覧を組合員各位の便宜のために日本語に仮訳したものです。） 


